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京都市子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室
（２２２－３９００　担当：中島、宮川）

１　本仕様書の位置付け
本仕様書は、京都市（以下「甲」という。）が、子ども・子育て支援法第３０条の１１第１項に基づき支給する施設等利用費について使用する施設等利用費支給（不支給）決定通知書（以下「通知書」という。）の作成に当たり、本件受託業者（以下「乙」という。）に委託する業務の内容を定めたものである。

２　契約件名
令和８年度施設等利用費支給（不支給）決定通知書印刷、封筒製作、封入封緘業務（令和８年６月支給分）

３　契約期間
契約締結日の翌日から令和８年６月５日まで

４　業務内容
⑴　作成等
ア　通知書の印刷・製本
イ　封筒の製作
ウ　封入・封緘及び納品
⑵　納品時期及び数量予定表
	依頼月
	通知書データ貸与日
	納品日
	納品場所
	数量

	６月
	令和８年５月２９日
	令和８年６月５日
	京都市幼児教育・保育無償化事務集中室
	8,000セット


※　数量は予定であり増減が生じるため、乙は増減に対応すること。また、甲は数量の増減による補償は行わないものとする。
※　日程については、甲の都合により乙と協議のうえ変更する場合がある。

５　支給品
封筒制作の原稿案を紙面で支給する。

６　貸与品
⑴　通知書印刷の原稿及び案内文の原稿
光学メディアに記録したPDFファイルで原稿を貸与する。
⑵　電子データ等
データの授受に当たって、甲及び乙はパスワード等により暗号化を行ったものを光学メディアに記録して行うものとする。

⑶　提出書類
貸与品の授受に当たっては、乙が借用書を作成し、甲に対して提出するものとする。

７　貸与品の取扱い
⑴　乙は、貸与品を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。
⑵　乙がこの業務委託を完了させずに、契約の内容が変更されたとき、又はこの契約が解除されたときは、甲の指示に従って、乙の負担により破棄、又は甲に返還するものとする。

８　貸与品の返還
⑴　時期
通知書の納品時
⑵　場所
京都市子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室
⑶　提出書類
乙は、甲に対して納品書を提出し、甲の受領印を受け、借用書の返還を受ける。

９　履行計画
乙は、委託業務の履行に着手する前に、次のことについて甲に届け出て、その承認を得なければならない。委託業務の内容が変更された場合又は日程若しくは履行方法を変更しようとする場合も同様とする。
⑴　全体のスケジュール
⑵　作業工程及び個人情報等に係る管理体制について
⑶　各種工程における検品体制について
⑷　搬送方法及び数量の確認方法について

10　通知書の仕様
	サイズ
	Ａ４判（縦）

	印刷色数
	黒１色

	紙質
	上質紙55kg

	文字校正
	なし

	色校正
	なし

	製本
	三つ折り（巻き三つ折り）

	その他
	片面印刷





（通知書の様式イメージ）
[image: ]

11　封筒の仕様
	サイズ
	窓あき洋長３封筒

	印刷色数
	封筒の外側（表面及び裏面）・・・黒１色

	紙質
	包装用紙（クラフト）70g/㎡（再生紙使用）※原稿案参照

	窓空き
	１箇所
窓の大きさ　縦6.5㎝×横9.0㎝
窓の位置　　表面左端から1.3㎝、底辺から4.0㎝
通知書に印字された宛名印字部分が表示されるようにすること。
グラシン窓（日本郵便株式会社のガイドラインを遵守すること）

	文字校正
	１回

	色校正
	なし

	のり
	水のりを使用すること

	その他
	表面に印刷する京都市紋章ロゴは、京都市情報館ＨＰからダウンロードすること



（封筒の様式イメージ）
①表面

折り目を入れる。

　　窓あき部分　　　　　　　
　窓の大きさ　縦6.5㎝×横9.0㎝
窓の位置　表面左端から
1.3㎝，底辺から4.0㎝　　　　　　　　 



[image: http://web.city.kyoto.lg.jp/org0069/rogo0107/B1bw.png]





　　　



　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　



料金後納
郵便







幼児教育・保育の無償化関係書類在中
御不明な点は，京都市幼児教育・保育無償化事務集中室
（電話075-254-7216）にお問い合わせください。











　　②裏面
のり



　 









　　　



　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　








〒604-8571
京都市中京区寺町通御池上る
上本能寺前町488番地　京都市役所北庁舎6階
京都市幼児教育・保育無償化事務集中室
　　　　　　　　　　　　TEL 075-254-7216






12　封入・封緘
1 封入内容物
　ア　印刷し、三つ折した通知書（個別、１つの封筒に１枚）
　イ　印刷し、三つ折した案内文（共通、１つの封筒に１枚）
⑵　封緘
ア　誤封入が生じないように封緘前に封入内容物の確認をすること。
イ　封緘に当たっては、確実に封がなされるように注意すること。

13　納品
ＰＤＦのデータ順に並べて、施設名称（施設登録番号）毎に区切り、施設名称（施設登録番号）及び通し番号を記載した色紙を挟み込むことで、区切りが判別できるようにした状態で箱詰め等により納品すること。また、施設名称（施設登録番号）毎に区切って箱詰めする際は、同じ施設の封入内容物は一つの箱に箱詰めすること。
納品場所は、京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地　京都市役所北庁舎6階
京都市幼児教育・保育無償化事務集中室とする。
	【区切り紙イメージ】1000000999
○○幼稚園
(000050~000099)


通知書封入
封筒
通知書封入
封筒

1000001000
△△幼稚園
(000100~000120)







14　再処理
乙は、本件受託業務について、印刷ミス、大きな色むら、印字の不具合等が生じた場合は、速やかに甲に報告し、該当分について、甲が指示するとおり再処理をするものとする。甲の指摘による場合も同様とする。

15　再印刷等をした通知書の取扱い
乙は、再印刷等をした通知書の破損分については、その現物及び通し番号が記載された一覧表を甲に提出するものとする。

16　委託料の支払い
乙は、納品の完了後、当該納品分に係る費用の請求を行うことができる。
甲は、乙からの適法な請求書を受理したときは、３０日以内に乙に対して当該請求金額を支払う。
なお、乙は、次に示すものに係る費用を請求金額に含めることができない。
⑴　乙の責に帰すべき事由により、通知書及び封筒作成について、不具合が生じ、契約期間中に修正・再調整が完了しない場合の委託料
⑵　破損、汚損等により使用できない通知書
⑶　破損、汚損等により使用できない封筒
⑷　封入機の不具合等、甲に過失のない事由により、再度、封入・封緘したもの

17　委託業務スケジュール（６月依頼分の予定）
	日程
	通知書の印刷・製本
	封筒の作成
	封入・封緘

	契約日の翌日
	
	甲→乙
原稿案支給
	

	令和８年５月２２日頃までに
	
	乙→甲
校正
	

	令和８年５月２９日
	甲→乙
原稿貸与
	
	

	令和８年６月５日までに
	乙にて印刷・製本
	乙にて作成
	乙にて封入・封緘

	令和８年６月５日
	乙→甲
納品


⑴　上記スケジュールについては、契約締結後、速やかに甲と協議を行うこと
⑵　本番処理については、４(2)の予定表に間に合わせるよう業務を遂行すること
⑶　甲における文字校正については、甲の作業期間として、５営業日程度確保すること
 
18　その他
1 　本契約時点で、一般財団法人日本情報経済社会推進協会若しくは同協会が認定したプライバシーマーク指定審査機関が認定するプライバシーマーク登録証を取得しているか、JAPHIC（ジャフィック）マークを付与されている又はISO／IEC27001の認定を受けていること、または契約書を交わすことを必要とする。
⑵　甲が乙の作業場所の視察を求めた場合には、作業場所の視察に応じることとし、視察に係る費用はすべて乙が負担するものとする。ただし、視察場所までの往復の交通費については甲が負担するものとする。
⑶　本仕様書のほか契約書に定める事項を遵守すること。
⑷　この仕様書に記載のない事項については、甲と乙が協議のうえ決定するものとする。
2
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年　　月　　日

京　都　市　長

　子ども・子育て支援法第３０条の１１第１項の規定により支給する施設等利用費について，

次のとおり決定しましたので通知します。

支給予定時期

※１　口座名義人は上記記載の保護者　　　※２　マイナス(△)の場合は要返納額

（支給明細）

幼稚園

預かり保育

認可外保育施設等

幼稚園

預かり保育

認可外保育施設等

幼稚園

預かり保育

認可外保育施設等

幼稚園

預かり保育

認可外保育施設等

幼稚園

預かり保育

認可外保育施設等

幼稚園

預かり保育

認可外保育施設等

　施設等利用費支給(不支給)決定通知書

  京都市子ども若者はぐくみ局　幼保総合支援室

　（担当：京都市幼児教育・保育無償化事務集中室）

　〒604-8571

　　京都市中京区寺町通御池上る

  上本能寺前町488番地　京都市役所北庁舎6階

　TEL  (075)254-7216



　この決定に不服があるときは，この通知を受け取られた日の翌日から起算して３箇月以内に，京都市長に対して審査請求をすることが

できます。ただし，当該期間内であっても，この決定があった日の翌日から起算して１年を経過したときは，審査請求をすることができ

なくなります。

　また，この通知を受け取られた日（京都市長に審査請求をした場合は，当該審査請求に対する京都市長の裁決があったことを知った

日）の翌日から起算して６箇月以内に，京都市を被告として京都地方裁判所に処分の取消しの訴えを提起することもできます（訴訟にお

いて京都市を代表するものは，京都市長となります。）。ただし，当該期間内であっても，この決定があった日（京都市長に審査請求を

した場合は，当該審査請求に対する京都市長の裁決があった日）の翌日から起算して１年を経過したときは，処分の取消しの訴えを提起

することはできなくなります。



今回の

支給額合計（円）※２



振込先金融機関名　※１

（　　　　　　　　　　）

認定子ども

（認定番号）

注）７箇月分以上の施設等利用費を同じ日付で支給決定した場合，支給決定通知書が複数枚発行されます。この場合，各支給決定通知書

の「今回の支給額合計」を合算した額が今回の支給額になります。



今回の支給上限額 施設・事業種別 利用年月

今回の支給額(円)

（各月合計）

今回の支給額(円) 既支給額(円)

今回の

支給申請額(円)
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